
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
で
見
や
す
い
専
用
画
面

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
ら
れ
る
方

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の

確
定
申
告
説
明
会
の
ご
案
内

コ
ー
ド
を
利
用
し
た

コ
ン
ビ
ニ
納
付
手
続
開
始

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

記
帳・帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

平
成
31
年
4
月
１
日
以
後
の
確
定

申
告
書
提
出
時
の
源
泉
徴
収
票
な
ど

の
添
付
が
不
要
と
な
り
ま
し
た

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
送
信

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
）

用
意
す
る
も
の
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
、
I
C
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
す
。

◎
I
D
と
パ
ス
ワ
ー
ド
で
送
信

　
（
I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
）

平
成
30
年
１
月
以
降
に
税
務
署
で
発
行

し
て
い
る
I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
に
対

応
し
た
I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

（
注
）
I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
は
暫
定

的
な
対
応
で
す
。

※
印
刷
し
て
郵
送
な
ど
で
税
務
署
へ
提
出

も
可
能
で
す
。

令
和
２
年
１
月
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
、
申
告
書
を
作
成

す
る
た
め
の
専
用
画
面
を
利
用
で
き
る
範

囲
が
広
が
り
ま
す
。
次
の
方
は
専
用
画
面

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

・
年
金
収
入
や
副
業
な
ど
の
雑
所
得
が
あ

る
方

・
２
か
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る
方

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
の
申
告
書
の

作
成
は
こ
ち
ら
か
ら

平
成
31
年
１
月
か
ら
自
宅
な
ど
に
お
い

て
納
付
に
必
要
な
情
報
（
氏
名
や
税
額
な

ど
）
を
、
コ
ー
ド
と
し
て
作
成
・
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ン
ビ
ニ
の
窓
口
で
納

付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
詳
し
い
利
用
方
法
な
ど
は
、
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
添
付
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
が
、
税
務

署
や
市
役
所
会
場
な
ど
で
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
場
合
は
、
源
泉
徴
収
票
な

ど
が
必
要
で
す
。
申
告
会
場
に
忘
れ
ず

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
添
付
が
不
要
と
な
る
お
も
な
書
類

・
給
与
所
得
、
退
職
所
得
お
よ
び
公
的
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

・
オ
ー
プ
ン
系
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配

の
支
払
通
知
書

・
配
当
な
ど
と
み
な
す
金
額
に
関
す
る
支

払
通
知
書

・
上
場
株
式
配
当
な
ど
の
支
払
通
知
書

・
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書

○
医
療
費
の
領
収
書
の
提
出
が
不
要
と
な

り
、
明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
医
療

費
の
領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り
に
「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
し
た
。

な
お
、
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５

年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
税

務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
提
示
ま

た
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
）

ま
た
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、
明
細
の

記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
（
医
療
費
通
知

と
は
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。
）

令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
分
ま
で
の
確

定
申
告
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
の
領
収
書

の
添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム

の
新
築
・
購
入
を
し
て
、
令
和
元
年
（
平

成
31
年
）
中
に
入
居
し
た
場
合
で
一
定
の

要
件
を
満
た
す
と
き
は
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

控
除
を
う
け
る
た
め
の
要
件
な
ど
、
不

明
な
点
は
税
務
署
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
中
に
住
宅
ロ

ー
ン
を
利
用
し
て
自
宅
を
新
築
ま
た
は
購

入
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、
確
定
申
告
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
、
持
参
い
た
だ
い
た
書
類
に
不
備

が
な
け
れ
ば
、
確
定
申
告
書
の
作
成
お
よ

び
提
出
が
で
き
ま
す
。

と
き
　
２
月
７
日
㈮
〜
14
日
㈮

　
（
祝
日
を
除
く
）

　
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

電
話
受
付

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

平
成
26
年
1
月
か
ら
は
、
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
を
行
う
す
べ
て
の
方
に
つ
い
て
、

記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存

制
度
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
い
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

確定申告 個人市民税・県民税申告
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